
井戸の登録制度  

補助金上限の変更について 

 

杉並区では「震災時に区民の生活用水を確保するために、区内の井戸を杉並区震災時生活用水

井戸として登録を行うこと」によって、区民の皆様がご所有の井戸を整備し、その水を近隣の方々

に提供していただくという形で確保したいと考えております。その際、井戸の整備にかかる費用

については、区で一部補助を実施しています。 

令和６年度から、その補助金の上限を５万から１０万円に変更しましたので、お知らせいたし

ます。ぜひ、この機会に震災時生活用水井戸として登録していただき、震災時の地域防災力の向

上にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 井戸（震災時生活用水井戸）の登録要件 

   ① 屋外（もしくは屋内であっても出入りしやすい場所）にあるもの 

② 不特定多数の人が随時使用することのできる状態にあるもの 

③ 手押しポンプ、もしくは自家発電設備を有する電動ポンプにより、十分な量の 

水が得られているもの 

④ 登録名簿に記載された井戸所在地の情報公開（区公式ホームページで公開して 

いる区公式電子地図「すぎナビ」や区が発行する冊子等への記載）に同意すること 

 ※２ 補助金制度について 

    補助対象の工事は、ポンプ本体等の取付、修理等で、補助金の交付は１年間に１回のみ

です。補助金額は整備に要した経費の２分の１で、上限は１０万円です。 

 ※３ 補助金上限の変更が対象となるのは、令和６年度以降の工事となります。 

 

 問合せ先 杉並区役所危機管理室防災課 井戸担当 電話 3312-2111（内線：3606） 

登録※１していただければ、井戸の取付けや整備等維

持管理の費用について、区が一部補助※２いたします。 

その上限を５万円から 1０万円に変更しました。 
 

震災時には生活用水が不足する。 

自宅に井戸を設置したい！ 
 


